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  質 疑 応 答 書 
 

件名  仙台市立病院電力需給 
 

※回答は、入札説明書本編の７（２）により行います。 
     
 整理番号  
  

質  問  事  項 回     答  
 

１ 各施設の現在の電力供給会社を教えて下さ
い。 

現在契約中の小売電気事業者について
は、「仙台市公報 号外（調達）第36号 令
和3年9月9日発行」に記載されています。 

 

 
 

 
２ 各施設について、自動検針装置はついてい

ますか。 
 

一般送配電事業者が高圧計器用通信端末
及びLTEアンテナを設置しています。 

 

 
 

３ 各施設について、自家発補給電力の契約は
ありますか。 

また、ある場合は契約電力(ｋｗ)、使用予
定期間を教えて下さい。 

 

自家発補給電力の契約電力は仕様書
２.(２)ア)に記載のとおりです。 

現時点で具体的な使用予定はありませ
ん。 

 

 
 

４ 今回の入札について融雪用電力の契約は主
契約とは別に契約しておりますでしょうか。 

また、融雪設備等は設置されていますか。 
 

契約・設備ともにありません。  
 

５ 入札書に記載する日付は作成日でよろしい
でしょうか。 

 

入札説明書１０.(９)ウ)のとおりです。 
 

 
 

６ 入札額の算定時の力率について、力率１０
０％で算定してよろしいでしょうか 
（力率割引を考慮する） 

 

仕様書2.(2)ウ)に記載のとおりですの
で、入札金額の算定にあたっては、その値
として下さい。 

 
 

７ 弊社は環境配慮の観点より、紙請求書につ
いては廃止、電子化へ移行しております。 

お客さまにはお客さま専用Webページにて請
求書を確認頂くことになりますが、問題あり
ませんでしょうか。（Webからダウンロード可
能） 

 

原則として、紙請求書でお願いします。
ただし、条件によっては認める場合があり
ます。詳細については落札後の協議により
決定することとします。 

 
 

８ Web請求書について 
ダウンロード可能な請求書へは電子印がさ

れているため、請求担当者等の記載は対応し 
ておりません。 

ご了承いただけますでしょうか。 
 

原則として、紙請求書でお願いしていま
す。ただし、条件によっては認める場合が
あります。詳細については落札後の協議に
より決定することとします。 

 
 

９ 電子請求書が不可の方 
弊社では特別処置として紙請求書の対応を

行った場合、請求書の到着が使用月に対し翌
月の15日前後となります。 

また、ＧＷ等長期連休時に20日頃になる可
能性がございますが、ご承諾いただけますで
しょうか。 
※お支払いにつきましては、請求書受領後30

日以内に振込となります。（年度末でも同
様） 

 
 

原則として、紙請求書でお願いしていま
す。なお、左記の到着日については了承し
ます。 

また、当院が必要とする使用量の内訳等
について、検針後、概ね１週間以内に当院
担当者が確認できるようにして下さい。 

詳細については落札後の協議により決定
することとします。 
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１０ ご請求について、弊社では供給施設内に

ご入居されている企業様に対して個別に請求
書を発行する事が出来ません。ご了承いただ
けますでしょうか？ 

 
 

ご質問に該当する取扱いを行う予定はあ
りません。 

 
 

１１ 弊社より発行される毎月の請求書は各施
設を1枚にまとめた一括の請求書、または各施
設につき1枚の請求書発行方法のみとなりま
す。複数施設を1枚にまとめて発行するグルー
プ請求書の発行には対応できません。ご了承
いただけますでしょうか 

 
 

ご質問に該当する取扱いを行う予定はあ
りません。 

 
 

１２ 弊社の請求書は、原則、翌月10日迄より
順次Webサイト上で開示、請求書受領後30日以
内に振込となります。 

なお年度末でも同様の対応となりますが、
ご了承いただけますか。 
※分散検針の施設（検針日が1日以外）につき

ましても通常月と同様の対応になりますの
で、ご注意ください。 

例 5日検針日  2月使用分 2/5～3/4までの
請求書→翌月4/10頃にwebサイトへ掲載 

         3月使用分 3/5～4/4までの
請求書→翌々月5/10頃にwebサイトへ掲載 
電子化以降、紙での請求書原本の到着は
ございません。 
 

 

原則として、紙請求書でお願いしていま
す。ただし、条件によっては認める場合が
あります。 

なお、当院が必要とする使用量の内訳等
について、検針後、概ね１週間以内に当院
担当者が確認できるようにして下さい。 

詳細については落札後の協議により決定
することとします。 

 
 

１３ 施設において建築・増築にかかる移転は
ございますか。 

また、供給開始後期間中に引き込み位置の
移設・変更等、工事や設備工事（設置・撤去
を含む）のご予定はありますでしょうか。 

また、契約開始後に発生しました工事作業
及び工事申込に関しましては工事予定日2か月
前までに弊社と協議を行っていただくことを
ご了承いただけますでしょうか。 
※契約開始直後：直近6か月前後（23年4月供

給開始の場合⇒対象：22年10月～23年6月） 
 
 
 

移転の予定及び引き込み位置の移設・変
更等の工事の予定はありません。 

受電設備の工事における２か月前までの
協議については、可能な範囲で対応しま
す。 

 
 

１４ 開札結果について公開方法・範囲を教え
ていただけますでしょうか。 

あるいは開札結果を開札日(あるいは翌日)
に電話かメール等でご連絡をいただくことは
可能でしょうか。 

 
 
 

  落札者結果の翌日から72日以内に落札の
公告を行います。また、入札経過について
は、担当課窓口で閲覧に供します。なお、
当院からは連絡しません。 

  公開の範囲は、入札者名と入札金額（総
額）で、積算の内訳及び契約単価は公開し
ません。 

 

 
 

１５ 燃料費調整額の使用について弊社では請
求金額算出にあたり「みなし一般電気事業
者」の燃料調整費算出式、及びその算出式を
用いた燃料調整費単価を適用しております。
ご了承いただけますでしょうか。 

また、上記について契約書への条文追加・
変更は可能となりますでしょうか。 

 
 

電力需給契約書(案)第10条に記載の範囲
内であれば了承可能です。 

契約書への条文追加・変更については、
落札後の協議により可能です。 
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１６ 当該地域を管轄する電力会社（一般送配

電事業者を含む）による「制度変更」等の変
更が行われた場合、「世界情勢や金融・燃料
費変動によって入札時との状況の変化が発生
した」事により、協議に応じていただくこと
は可能でしょうか。 

当社は当該地域管轄電力会社と結んでいま
す契約内容（電気受給約款、託送供給約款）
に基づいて入札額（入札単価）を決定してい
るため、協議不可の場合は当社の入札への不
参加となる場合がございます。 

 

電力需給契約書（案）第11条のとおりで
す。 

 

１７ 電気利用者の利益保護の観点及び使用状
況等確認させていただくため、弊社が落札さ
せていただいた場合、「直近1年分の30分値デ
ータ」をエクセルデータにてご提供をお願い
しております。ご対応いただけますでしょう
か。 

 

提供可能です。  

１８ ※データ等をお持ちでなく提供ができな
い方のみ 

  データ等をお持ちでなく提供が不可という
ことでしたら落札時に「３０分値データ取得
についての同意書」へご捺印・ご提出のご対
応は可能となりますでしょうか。 

当該書面を提出いただくことにより広域機
関から弊社への貴施設30分値の広域機関より
提供いただくことが可能となりますがこうい
った対応も難しいでしょうか。こちらも落札
後の対応となります。 

 

１７の回答のとおりです。  

１９ 落札時、電力切替手続きにおいて、必要
な情報を確認したく、最新請求書１ヶ月分の
写しをご提出いただくことは可能ですか。 

 

内容によっては可能です。詳細について
は落札後の協議により決定することとしま
す。 

 

２０ 契約開始時または供給期間中に契約電力
の変更希望及び予定はございますか。 

(500kW以上の協議制契約の場合）併せて、
契約開始後の契約電力変更に関しましては、
管轄エリア電力会社様の承認が必要となりま
すため、ご希望に添えない場合がございま
す。 

また、入札時の算定条件と異なることにな
るため、弊社からあわせて単価変更のご提示
と協議をご依頼する場合がございます。ご了
承ください。 

 

現時点では、契約電力の変更希望及び予
定はありません。 

 

２１ 契約電力が1施設で500kW以上（協議制）
の施設については、契約開始前に仕様書記載
の契約電力を超過した場合、仕様書記載の契
約電力での申込が一般送配電事業者に却下さ
れる可能性がございます。その場合は超過し
た契約電力でのご契約となりますがご了承い
ただけますでしょうか。 

 

契約電力の超過が発生した場合は、落札
後の協議により決定することとします。 

 

２２ 契約電力が１施設で500kW以上（協議制）
の施設について、今現在の契約電力と直近1年
間の最大需要電力の実績値をご教示願いま
す。  
例：契約電力：〇〇kW 

   最大需要電力実績：2024年１月 〇〇kW 

契約電力については仕様書２.(２)に記載
のとおりです。 

最大需要電力については、昨年度分は仕
様書別紙１に記載しております。また今年
度中においても別紙１の最大需要電力以下
となっています。 
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２３ 当社が落札した場合、当社が定める電気

契約要綱及び標準料金表に基づき、燃料費調
整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金
を算出します。ご了承いただけますか。 

燃料費調整額については、電力需給契約
書(案)第10条に記載の範囲内であれば了承
可能です。 

再生可能エネルギー発電促進賦課金につ
いては、電力需給契約書（案）第6条第４項
又は仕様書２.(12)に記載のとおりです。 
 

 

２４ 当社は１施設に対して一枚の請求書の作
成となっており、分割請求には対応致しかね
ます。 

尚、以下の例1のような分割支払いに関しま
しては、お客様から入金の内訳を事前にお知
らせしていただくことで対応可能となります
が、ご了承いただけますか。 
（例1）庁舎 ○,○○○円 自販機 ○,○○○
円に分けて別々で入金します。 
 
 

ご質問に該当する取扱いを行う予定はあ
りません。 

 

２５ 当社は紙の請求書(明細)をもって検針票
に代えさせて頂きますが、よろしいでしょう
か。また事前の連絡も弊社では行っておりま
せんがよろしいでしょうか。 
（Ｗｅｂにて同様の請求書、使用量等をご確
認いただけます） 

請求書(明細)をもって検針票に代えるこ
とを認めます。 

なお、当院が必要とする使用量の内訳等
について、検針後、概ね１週間以内に当院
担当者が確認できるようにして下さい。詳
細については落札後の協議により決定する
こととします。 
 
 

 

２６ 地域の旧一般電気事業者が価格改定をし
た場合、当社も値引き％は変えずにスライド
で価格改定をお願いさせていただきますが、
その際契約単価見直しの協議にご対応いただ
けますか。 

 
 

電力需給契約書（案）第11条のとおりで
す。 

 

２７ 工事負担金に関しまして、お客様の都合
で新設備設置・工事が着工する際に発生しま
した工事金などは当社で負担することができ
ませんが、ご了承いただけますか。 

 
 

発注者側の都合により工事負担金等が発
生するような新設備設置工事の予定はあり
ませんが、発生した場合は別途協議により
決定することとします。 

 

２８ 予備電力の種類は予備電源でお間違いな
いでしょうか。 

 

仕様書２.(１)オ)に記載のとおりです。  

２９ 当社は、蓄熱割引等の特別な契約はござ
いませんがよろしいでしょうか。 

 

仕様書２.(10)に記載のとおりです。  

３０ 内訳書は同封しますか。その場合割印等
の指定はございますか。 

 

入札説明書１０.(１１)のとおりです。  

３１ ご提供する電力について再エネ比率の条
件等はない認識でよろしいでしょうか。 

 

再エネ比率の条件はありません。  

３２ 入札書に記載する日付は開札日でよろし
いでしょうか。 

 

入札説明書１０.(９)ウ)のとおりです。  
 

３３ 自家発補給電力を使用する予定はありま
すか。また使用する場合は定期補修のご予定
でしょうか。 

現時点で具体的な使用予定はありません
が、設備の点検や故障等が発生した際に、
電気使用量が多い場合は、自家発補給電力
を使用する可能性があります。 
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３４ 金額積算内訳書の自家発補給電力の基本

料金単価は不使用月の単価で算定してよろし
いでしょうか。 

 

よろしいです。  
 

３５ 計量日はご使用期間末日の翌日0:00とな
りますのでご了承いただけますか。  
（例：使用期間が3/1～3/31の場合、計量日は
4/1 0:00） 

 

仕様書２.(４)に記載のとおりです。  
 

３６ 契約書案第５条で「受注者は～指定する
立ち会いののもとに読み取り、検針した使用
電力量を発注者に通知しなければならない」
とありますが、検針は一般送配電事業者で実
施するため、立ち会いができませんがよろし
いでしょうか。また、検針結果については請
求書と併せてお知らせ、弊社では使用電力量
等のデータ提供は、web上で閲覧並びにダウン
ロードができる無料サービスがございますの
で、こちらのサービスをご利用いただくこと
でよろしいでしょうか。 

電力需給契約書(案)第５条については、
電力量計を当院施設内にて直に読み取る場
合を想定した文言となります。スマートメ
ーター等により遠隔で使用量を読み取る場
合等については、この条文を修正するもの
としますが、詳細は落札後の協議により決
定することとします。 

なお、使用電力量等のデータ提供方法等
については、検針後、概ね１週間以内に当
院担当者が確認できるようにして下さい。 

詳細については落札後の協議により決定
することとします。 

 

 
 

３７ 蓄熱割引等の適用ができませんが了承い
ただけますか。 

 

仕様書２.(10)に記載のとおりです。  
 

３８ 自家発補給契約について、内訳書では未
使用時の基本料金のみ算出しますが、契約は
自家発補給を使用する、使用しないに関わら
ず、電力量料金単価を設定させていただきま
す。 

内訳書の欄外に自家発補給契約の使用時の
電力量料金単価を記載してもよろしいでしょ
うか。 

 

記載いただいて差し支えございません。 
 

 
 

３９ 入札金額を算定するにあたり、力率は内
訳書と仕様書2.（2）ウのとおり、97%でよろ
しいですか。 

そのとおりです。 
 

 
 

４０ 契約電力が500kW以上の施設に於いては、
仕様書に記載の契約電力が使用できる最大と
なります。 

契約電力が500kW以上で契約電力を超えて使
用した場合、変更の必要性があるときは、発
注者と受注者が協議して契約電力を変更する
こととなります。また、契約電力を超えた場
合は、超過料金が発生します。 

 

契約電力の超過が発生した場合は、落札
後の協議により決定することとします。 

 

４１ 請求時の電気料金の計算方法は基本料
金、電力量料金、燃料費調整額それぞれ銭未
満四捨五入とし、それらの合計した金額を円
未満切り捨てとなりますがよろしいですか。 

 

電力需給契約書（案）第6条のとおりで
す。 

 

４２ 施設の電気料金のお支払いを複数で分担
して支払いされることはございますか。
（例：庁舎〇〇円、売店〇〇円等）。 

ある場合は、対象施設と分担数を教えてく
ださい。また分担後の支払金額について毎月
弊社に通知いただきます。 

なお、分担後の請求書の発行はできません
がよろしいでしょうか。 

 

ご質問に該当する取扱いを行う予定はあ
りません。 
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４３ 仕様書3.（2）で「計量器及びその付属装

置等は、すべて受注者の負担において取付す
ること。また既設設備の改造工事等が必要な
場合の費用についても受注者の負担とする」
と記載がありますが、計量器等の設備は東北
電力ネットワークの設備となり、またお客様
の都合による改修等にかかる経費につきまし
ては、弊社負担することが出来ませんがご了
承いただけますでしょうか。 

 
 

仕様書3.(２)に記載のとおりです。 
なお、発注者側の都合で経費がかかる工

事の予定はありませんが、発生した場合は
別途協議により決定することとします。 

 

４４ 契約書締結後、契約書に記載がない事柄
で弊社が協議を申し出た場合、応じていただ
けますか。 

 
 

電力需給契約書(案)第21条のとおりで
す。 

 

４５ 弊社では、毎月の燃料費等調整額の計算
において、旧一般電気事業者が電気需給約款
に定める算定諸元（基準燃料価格等の算出係
数や算定式）を用いて計算しますが、これに
ついては、供給開始時点における算定諸元
を、供給期間中継続して用いて、計算するこ
とでよろしいでしょうか。 

 
 

電力需給契約書(案)第10条に記載のとお
りです。 

 

４６ 供給期間終了までの間に、基準燃料価格
等算定諸元の見直しを行う際には、基準燃料
価格等算定諸元のみでなく、従量料金単価も
併せた見直しを行うこととなりますがよろし
いでしょうか。 

 
 

電力需給契約書(案)第10条及び第11条に
記載のとおりです。 

 

４７ 地域の旧一般電気事業者が料金を改定し
た場合や、市場価格の変動又は経済状況等の
変動があった場合は、協議の上、契約単価等
の変更は可能ですか。 

 
 

電力需給契約書(案)第11条に記載のとお
りです。 

 

４８ 契約期間中及び契約期間満了時に施設の
閉鎖や移転等により電力を供給停止する施設
がある場合、別途書面にて申込みを頂かない
と対応できませんのでご容赦いただけます
か。 

 
 

施設の閉鎖や移転等により電力を供給停
止する予定はありません。 

 

４９ 電気の契約を締結した場合には、その契
約内容を1年間継続していただくことを原則と
し、1年未満のご使用の場合は、臨時電力の料
金が適用されます。契約を締結した後、1年に
満たないで契約を廃止される場合（または契
約電力等を1年に満たないで減少される場合）
は、当該部分について臨時電力を適用したも
のとして後日料金を精算することは可能です
か。 

 
 

契約期間は仕様書2.(3)に記載のとおりと
なり、契約を廃止する予定はありません。 

 

５０ 契約期間中に建替えや増築、トランス増
量や受変電設備および引き込み位置の移設・
変更等、電力の契約に影響するような工事が
予定されている施設がありましたら、対象施
設と工事内容を教えてください。 

現時点では、予定はありません。  
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５１ 自家発補給電力に関してですが、未使用

時として計算してよろしいでしょうか。 
自家発補給電力は未使用で計算する場合、

「自家発補給電力基本料金単価×契約電力
（kw）×未使用時倍率」となります。今回も
この計算でよろしいでしょうか。割引等の欄
に金額を記載することでよろしいでしょう
か。 

または、基本料金率の「自家補A」欄に未使
用時倍率をかけた単価を記載することでもよ
ろしいでしょうか。 

 
 

入札時は自家発補給電力不使用時の単価
等を用い、自家発補A欄に未使用時倍率を乗
じた金額を記載して下さい。 

 

５２ 自家発補給電力が全期間未使用でも、自
家発補給電力の電力量料金単価を契約書に記
載させていただきますのでご了承ください。 

 

記載いただいて差し支えございません。  

５３ 自家発補給電力について、内訳書では未
使用時の基本料金のみ算出しますが、契約は
自家発補給を使用する、使用しないに関わら
ず、電力量料金単価を設定させていただきま
すので、内訳書の欄外に電力使用量単価を記
載してもよろしいでしょうか。 

 

記載いただいて差し支えございません。  

５４ 自家発補給電力契約について、定期検査
時期を教えていただけますか。 

また、定期検査の時期をご相談させていた
だくことは可能でしょうか。例えば、定検時
期を7～9月、12～2月平日以外にしていただく
ことは可能でしょうか。 

定期点検の予定は以下のとおりです。 
  令和６年１０月：２週間程度 
  令和６年１１月：１０日間程度 
  令和７年１月 ：２日間程度 
  令和７年２月 ：１日程度 
  令和７年６月 ：２日間程度 

現時点では、定期点検は設備の稼働時間
に応じて実施することを原則としています
が、必要に応じて協議により決定すること
とします。 
 

 

５５ 自家発補給電力の利用目的を教えていた
だけますでしょうか。（常に活用する、非常
用、ピークカット用など） 

 
 

自家発補給電力は、自家発電設備の検
査、補修または事故により生じた不足電力
の補給にあてることを目的としています。 

 

５６ 契約書提出時期について、入札説明書12
（4）に「落札決定の日から5日以内」とあり
ますが、弊社落札となった場合、事務処理等
の関係で5日以内の提出は難しいですが、提出
期限を延長いただくことは可能でしょうか。
また提出は郵送提出でよろしいでしょうか。 

 
 

入札説明書１２.(４)のとおりです。郵便
での提出でも差し支えございません。 

 

５７ 開札結果について、公開方法、公開範囲
および公開予定時期を教えていただけます
か。 

 

  落札者結果の翌日から72日以内に落札の
公告を行います。また、入札経過について
は、担当課窓口で閲覧に供します。 

  公開の範囲は、入札者名と入札金額（総
額）で、積算の内訳及び契約単価は公開し
ません。 

 

 

５８ 仕様書関係 
 契約期間中に、トランス増設や受変電設備
の変更など、常時・予備電力および自家発補
給電力の契約電力に影響がある工事の予定は
ありますか。 

 

現時点では、予定はありません。  
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５９ 電力需給契約書（案）第11条（契約単価

の変更）について 
契約期間中において、一般送配電事業者等

の料金単価変更があった場合は、契約単価変
更について協議のうえ変更いただけますか。
入念確認としてお伺いするものです。 

 

電力需給契約書（案）第11条のとおりで
す。 

 

６０ 電力需給契約書（案）第12条４項につい
て 

延滞利息金に関して、弊社では延滞利息率
を年10％としておりますが、協議（変更）す
ることは可能でしょうか。 

 

電力需給契約書（案）第12条４項のとお
りです。 

 

６１ 契約期間において，自家発補給電力の使
用（定期検査・補修を含む）はない前提で入
札金額を算出してよろしいでしょうか。 

 
 

よろしいです。  

６２ 自家発補給電力の単価について 
 弊社では、自家発補給電力の単価について基

本料金単価および電力量料金単価を各々設定
しております。また、基本料金単価について
は，使用月と不使用月で各々単価を設定，電
力量料金単価については、定期検査補修時使
用と事故時使用で各々単価を設定しておりま
す。 

  契約において、上記単価設定でのご契約は
可能でしょうか。 

 

仕様書２.(10)に記載のとおりです。  

  
注１ この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積に必要な事項に限る。）に

のみ提出して下さい。 
注２ 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。 
 


